
様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

 
登録年月日 令和５年４月１日 変更年月日 令和８年４月１日

 
市の機関の名称 渋川市長

 
担当課等 農政部　農林課

 
個人情報ファイルの名称 水田情報システム

 

個人情報ファイルの利用目的

経営所得安定対策を円滑に実施するために、渋川市農業再生協議会

が行う推進活動・水田転作促進や農業者への制度周知・加入促進、

水田の利用状況の調査等を実施する。

 
保有個人情報の対象者の範囲 水田所有者、経営所得安定対策申請者

 

保
有
個
人
情
報
の
記
録
項
目

基本的事項

■氏名　　　　　■住所　　　　　□性別　　　　　■電話番号　　　 

□生年月日　　　□年齢　　　　　□国籍　　　　　□本籍　　 

□個人番号　　　□メールアドレス

 
家庭生活 □家族状況　　　□親族関係　　　□婚姻歴

 
社会生活

□職業・職歴　　□学業・学歴　　□資格　　　　　□賞罰 

□成績・評価　　□所属団体

 
資産・収入 □財産・収入　　□納税状況　　　□公的扶助　　　□取引状況

 
その他

□趣味・し好　　□意見・要望　　□相談内容 

■その他（水田所有状況）

 

要配慮個人情報

□人種　　　　　□信条　　　　　□社会的身分 

□犯罪歴　　　　□犯罪被害歴　　□心身の機能の障害 

□病歴、健康診断等の結果、医師等による指導・診察・調剤等の情報　 

□刑事事件又は少年の保護事件に関する手続の状況

 

保有個人情報の取得先及び取
得方法

（取得先） 

□本人　　　　　■市の機関内　　□他の市の機関 

□他の官公庁　　□委託先　　　　□その他（　　　）

 （取得方法） 

水田台帳の提出

 
保有個人情報の経常的提供先

■市の機関内　　□他の市の機関　 

□他の官公庁　　□委託先　　　　□その他（　　　）

 
開示請求等を受理する市の機
関の名称及び所在地

（名　称）渋川市総務部総務課

 
（所在地）〒３７７－８５０１　群馬県渋川市石原８０番地

 訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等



 

個人情報ファイルの種別

■法第６０条第２項第１号 

　（電算処理ファイル）
□法第６０条第２項第２号 

　（マニュアル処理ファイル）
 政令第２１条第７項に該当する

ファイル 

□有　■無

 
備考



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

 
登録年月日 令和５年４月１日 変更年月日 令和８年４月１日

 
市の機関の名称 渋川市長

 
担当課等 農政部　農林課

 
個人情報ファイルの名称 林地台帳

 

個人情報ファイルの利用目的

森林法に基づく所掌事務を行うために林地台帳を作成する事務処理

に用いるために利用する。 

森林法に基づく林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表の事務

処理（申出書受付、台帳情報の提供等）に用いるために利用する。

 
保有個人情報の対象者の範囲 市内の森林に所有権及び権利関係等を有する個人又は法人

 

保
有
個
人
情
報
の
記
録
項
目

基本的事項

■氏名　　　　　■住所　　　　　□性別　　　　　□電話番号　　　 

□生年月日　　　□年齢　　　　　□国籍　　　　　□本籍　　 

□個人番号　　　□メールアドレス

 
家庭生活 □家族状況　　　□親族関係　　　□婚姻歴

 
社会生活

□職業・職歴　　□学業・学歴　　□資格　　　　　□賞罰 

□成績・評価　　□所属団体

 
資産・収入 ■財産・収入　　□納税状況　　　□公的扶助　　　□取引状況

 
その他

□趣味・し好　　□意見・要望　　□相談内容 

□その他（　　　　　　　　）

 

要配慮個人情報

□人種　　　　　□信条　　　　　□社会的身分 

□犯罪歴　　　　□犯罪被害歴　　□心身の機能の障害 

□病歴、健康診断等の結果、医師等による指導・診察・調剤等の情報　 

□刑事事件又は少年の保護事件に関する手続の状況

 

保有個人情報の取得先及び取
得方法

（取得先） 

■本人　　　　　■市の機関内　　□他の市の機関 

■他の官公庁　　□委託先　　　　□その他（　　　　　　　　）

 （取得方法） 

市の機関、他の官公庁からのデータ提供、森林所有者からの届出

 
保有個人情報の経常的提供先

□市の機関内　　□他の市の機関 

■他の官公庁　　□委託先　　　　□その他（　　　　　　　　）

 
開示請求等を受理する市の機
関の名称及び所在地

（名　称）渋川市総務部総務課

 
（所在地）〒３７７－８５０１　群馬県渋川市石原８０番地



 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

森林の土地の所有者の土地に係る林地台帳又は森林の土地に関する

地図に記載の漏れ又は誤りがあるときは、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第１９１条の６第１項に基づきその旨を申し出ること

ができる。

 

個人情報ファイルの種別

■法第６０条第２項第１号 

　（電算処理ファイル）
□法第６０条第２項第２号 

　（マニュアル処理ファイル）
 政令第２１条第７項に該当する

ファイル 

□有　■無

 
備考


